
京都看護大学 

1 

改善報告書 

 

令和５年７月１７日 

 

１．大学名：京都看護大学 

 

２．認証評価実施年度：令和２年度 

 

３．「改善を要する点」の内容 

基準項目：４－１ 

○学校教育法第 93 条第 2 項第 3 号に基づき 「教育研究に関する重要な事項で、 教

授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの」が定められていないこ

とから改善が必要である。 

 

４．改善状況及び結果 

 基準項目４－１について 

  教授会に意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるものについては、「京都看護

大学の教育研究に関する重要な事項について」を令和 3年 4月 1日を施行日として学長

裁定にて定めた。 

 

５．エビデンス（根拠資料）一覧 

 基準項目４－１の資料 

  ・４－１－① 京都看護大学の教育研究に関する重要な事項について 
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1 

改善報告書 

 

令和５年７月１７日 

 

１．大学名：京都看護大学 

 

２．認証評価実施年度：令和２年度 

 

３．「改善を要する点」の内容 

基準項目：５－１ 

○学校教育法施行規則第 172 条の 2 において公表が義務付けられている教員の業績に

ついて、公表がされていない点は改善が必要である。 

 

 

４．改善状況及び結果 

 基準項目５－１について 

  教員の業績については、本学ＨＰの教員紹介ページにて公開した。 

 

５．エビデンス（根拠資料）一覧 

 基準項目５－１の資料 

  ・５－１－① 京都看護大学ＨＰ 教員紹介ページ 

         https://www.kyotokango.ac.jp/introduction/teacher/ 
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改善報告書 

 

令和５年７月１７日 

 

１．大学名：京都看護大学 

 

２．認証評価実施年度：令和２年度 

 

３．「改善を要する点」の内容 

基準項目：５－２ 

○寄附行為第 16条「業務の決定の委任」において、委任に関する項目や内容などが定め

られていない点は改善が必要である。 

 

４．改善状況及び結果 

 基準項目５－２について 

  寄附行為第 16 条にて定める「業務の決定の委任」については、2020 年 12 月 18 日に

開催した、学校法人京都育英館 2020年度第 2回理事会において、学校法人京都育英館理

事会細則を改定し、第 6条第 2項に「理事会は、第 5条及び前項各号の業務遂行にあた

り、その方針および原案等の策定、および理事会決議事項の執行、ならびにその他理事

会の議決を要しない常務に関する事項について、理事長と常任理事による審議、決裁を

委任することができる。」として、その項目や内容を定めた。 

 

５．エビデンス（根拠資料）一覧 

 基準項目５－２資料 

  ・５－２－① 学校法人京都育英館理事会細則（令和 2年 12月 18日施行） 

  ・５－２－② 学校法人京都育英館理事会細則新旧対照表（学校法人京都育英館 2020

年度第 2回理事会資料） 

  ・５－２－③ 学校法人京都育英館 2020年度第 2回理事会議事録（抄） 
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改善報告書 

 

令和５年７月１７日 

 

１．大学名：京都看護大学 

 

２．認証評価実施年度：令和２年度 

 

３．「改善を要する点」の内容 

基準項目：６－３ 

○法令に基づく情報公開、法令の趣旨に沿った規則の整備及び実態に即した理事会運営

規則の整備に関して、一部不備な点があり、内部質保証の機能性の観点から十分とは

言えないため改善が必要である。 

 

４．改善状況及び結果 

 基準項目６－３について 

  法令に基づく情報公開については、公開できていなかった教員の業績を本学ＨＰにて

公開した。また、法令の趣旨に沿った規則の整備関しては、学校教育法第 93 条第 2 項

第 3 号に基づき 「教育研究に関する重要な事項で、 教授会の意見を聴くことが必要な

ものとして学長が定めるもの」を「京都看護大学の教育研究に関する重要な事項につい

て」を令和 3年 4月 1日を施行日として学長裁定にて定めた。実態に即した理事会運営

規則の整備については、学校法人京都育英館 2020年度第 2回理事会において、学校法人

京都育英館理事会細則を改定し、第 6条第 2項に「理事会は、第 5条及び前項各号の業

務遂行にあたり、その方針および原案等の策定、および理事会決議事項の執行、ならび

にその他理事会の議決を要しない常務に関する事項について、理事長と常任理事による

審議、決裁を委任することができる。」として、その項目や内容を定めた。 

 

５．エビデンス（根拠資料）一覧 

 基準項目６－３の資料 

  ・６－３－① 京都看護大学の教育研究に関する重要な事項について 

          【エビデンス ４－１－①】と同様  

  ・６－３－② 京都看護大学ＨＰ 教員紹介ページ 

                   【エビデンス ５－１－①】と同様  

  ・６－３－③ 学校法人京都育英館理事会細則（令和 2年 12月 18日施行） 

 【エビデンス ５－２－①】と同様 

  ・６－３－④ 学校法人京都育英館理事会細則新旧対照表（学校法人京都育英館 2020

年度第 2回理事会資料） 

【エビデンス ５－２－②】と同様 

・６－３－⑤ 学校法人京都育英館 2020年度第 2回理事会議事録（抄） 

【エビデンス ５－２－③】と同様 
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